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業務運営評価（個別項目ごとの認定） 
 

項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

１〄業務運営の効率化に関する目標を達成

するためにとるべき措置 

（１）組織運営の効率化 

① 空港周辺環境対策に係る社会的ニー

ズに的確に対応するため、機動的かつ柔

軟な組織運営を図るものとし、平成２０

年度において、大阪国際空港事業本部事

業第二部移転補償課の業務を事業第一

部用地補償課に集約したうえで、事業第

一部々事業第二部を統合し、総務部及び

事業部の２部制に再編する。これに伴

い、移転補償課は廃止する。 

また、平成２０年度中に行われる空港

周辺環境対策の見直し及び大阪国際空

港の騒音対策区域の見直し結果並びに

将来の事業量の推移等を踏まえ、更なる

組織々定員の見直しを行い、組織運営の

効率化を図る。 

②  事業の実施形態及び組織のあり方に

ついては、独立行政法人以外での実施形

態を含めた組織の在り方について平成

２２年度までに結論が出される予定で

あり、その結果を踏まえて、所要の見直

しを行う。 

 

１〄業務運営の効率化に関する年度計画 

 

（１）組織運営の効率化 

事業量の減少及び本年７月に予定され

ている関西国際空港々 大阪国際空港の経営

統合を踏まえ、大阪国際空港事業本部にお

いては、固有事業課と緑地整備課を統合す

るなど１０名の定員削減を行い、福岡空港

事業本部においては、事業第一課１名の定

員削減と本社機能移転に伴う組織体制強

化のため総務課３名の増員を行い、組織運

営の効率化を図る。また、福岡空港事業本

部の単体化に伴い、役員数を６名から４名

に削減する。 

 

 

 

Ｓ 

  

 

 

事業量の減少及び関西国際空港と大阪国際

空港の経営統合を踏まえ、大阪国際空港事業

本部においては、平成 24年４月に企画課及び

事業部調査役を廃止、また、固有事業課と緑

地造成課を事業課として統合するなど 10名の

定員を削減し、福岡空港事業本部においては、

事業第一課１名の定員を削減している。 

さらに、７月には大阪国際空港事業本部を

廃止することに伴い役員２名、職員 23名を削

減し、組織運営の効率化を図っている。 

組織々人員の縮減、新関西国際空港株式会

社（以下、「新関空会社」という。）への業務

等の承継及び大阪国際空港事業本部の廃止並

びに本社機能の移転に係る取り組み等、大き

な改革を行いながらも、通常業務の更なる合

理化々簡素化々効率化などにも取組み、それ

ぞれを円滑かつ適正に実現しており、優れた

実施状況にあると認められる。 

 

 

【報告書Ｐ２～４】 

 大阪国際空港事業本部

においては、平成 24年４

月に組織の統合々廃止及

び人員削減を行いながら

も、通常業務に加え、新

関空会社への業務等の承

継及び本社機能の福岡へ

の移転を円滑に実施し

た。 

また、本社機能の移転

にあたっては、部々課を

増やすことなく既存の総

務課への増員で対応して

いる。 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

（２）人材の活用 

人材の活用については、出資者である国

及び地方公共団体との綿密な人事調整を

行い、空港周辺環境対策事業の円滑な運営

に必要な専門的能力及び知識を有する役

職員を確保することにより効率的な業務

運営を図る。また、機構組織全般について、

国及び地方公共団体との人事交流を推進

し、若い人材の任用を行うことにより、役

職階層における年齢バランスの改善等、更

なる組織の活性化を図る。 

 

 

 

 

（２）人材の活用 

役職階層における年齢バランスの改善

を図るために、国出身者の年齢構成レベル

を目安として、若い人材で、かつ専門的知

見を有する者の派遣について、国々県々市

と綿密な人事調整を行い、効率的な業務運

営を図る。 

 

Ａ 

 

 

若く、専門的知見を有する者の派遣につい

て国々県々市と調整を行い、年齢バランスの

改善に努めた結果、平成 24年度の平均年齢は

42.5歳で、平成 23年度と比較して 1.4歳改善

され、組織の活性化及び効率的な業務運営が

図られており、着実な実施状況にある。 

【報告書Ｐ５】 

 

（３）業務運営の効率化 

① 代替地造成事業の廃止 

代替地造成事業は、周辺地方公共団体等

に対する周知活動を進め、平成２１年度に

廃止する。 

なお、移転補償対象者から代替地の要望

（照会）等があった場合には、要望者のニ

ーズに合った情報を提供する等により適

切に対応する。 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

② 事業費の抑制 

事業費について、単価の見直しや事業執

行方法の改善等を通じて効率化を推進し、

中期目標期間の最後の事業年度において、

前中期目標期間の最終年度（平成１９年

度）比で２０％以上に相当する額を削減す

る。（平成２０年度中に行われる空港周辺

環境対策の見直し及び大阪国際空港の騒

音対策区域の見直しの結果を受けて、期中

において目標数値が変更された場合、計画

を変更する。） 

（３）業務運営の効率化 

① 事業費の抑制 

事業費について、引き続き、事業執行

方法の効率化を推進し、前中期目標期間

の最終年度（平成１９年度）比で２０％

以上に相当する額を削減する。 

 

Ａ 

 

 

 事業費について、引き続き、事業執行方法

の効率的な執行を図ったこと、また、大阪国

際空港事業本部の廃止などにより事業量が減

少したこともあり、年度計画の目標値（平成

19 年度比で 20％以上の削減）を上回る 79.1％

に相当する額(8,518 百万円)を削減している。 

 また、福岡空港事業本部のみで見た場合の

事業費の削減率としても、計画値 7.8％の増に

対し 59.6％(3,018 百万円)の削減となってお

り、着実な実施状況にある。 

【報告書Ｐ６々７】 

 

③ 一般管理費の抑制 

一般管理費について、業務の見直し及

び簡素化を推進する等、業務処理の方法

を工夫し効率化を図ることにより、中期

目標期間の最後の事業年度において、前

中期目標期間の最終年度（平成１９年度）

比で１５％以上に相当する額を削減す

る。（平成２０年度中に行われる空港周

辺環境対策の見直し及び大阪国際空港の

騒音対策区域の見直しの結果を受けて、

期中において目標数値が変更された場

合、計画を変更する。） 

② 一般管理費の抑制 

一般管理費について、業務の見直し及び

簡素化を推進する等、業務処理の方法を工 

夫し効率化を図る。 

また、これまでも取り組んできた業務の

効率化を推進することにより、前中期目標 

期間の最終年度（平成１９年度）比で１

５％以上に相当する額を削減する。 

 

Ａ 

 

  

事業量減少に伴う経費の減少や組織運営の

効率化、大阪国際空港事業本部の廃止等によ

り、年度計画の目標値（平成 19 年度比で 15％

以上の削減）を上回る 54.5％に相当する額

(651百万円)を削減している。 

なお、福岡空港事業本部のみで見た場合の

一般管理費の削減率は、計画値 9.3％に対し

2.9％(12 百万円)となっているが、これは大阪

国際空港事業本部の廃止に伴う本社機能の移

転により、役職員の異動による人件費の増加

があったこと等によるものである。これらの

要因がなかった場合の削減率は 16.3％(67 百

万円)となっており、着実な実施状況にある。 

 

【報告書Ｐ８々９】 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

２〄国民に対して提供するサービスその

他の業務の質の向上に関する目標を達成

するためとるべき措置 

（１）業務の質の向上 

業務の質を向上させるため、次の措置

を行うこととし、また、平成２０年度中

に行われる空港周辺環境対策の見直しの

結果を踏まえて的確に対応する。 

① 出資者である国々府々県々市及び関

係自治体で構成する「連絡協議会」を

年２回以上開催する等、業務の調整及

び意見交換のための会議を定例化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２〄国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する年度計画 

 

（１）業務の質の向上 

業務の質を向上させるため、平成２４年

度において次の措置を実施する。 

 

 

① 連絡協議会の開催 

業務の調整及び意見交換のため実施し

ている「連絡協議会」を年２回開催し、国

及び関係自治体との意思疎通を図り、空港

周辺環境対策事業を円滑かつ効果的に推

進する。また、大阪国際空港事業本部にお

いては、７月以降の業務承継や組織体制等

について、関係自治体への情報提供を行う

など、新関西国際空港会社への承継後にお

いても着実に空港周辺環境対策の事業推

進が図られるよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡においては、年２回の計画どおり連絡

協議会を開催し、事業実績、事業実施状況、

第２期中期計画の進捗状況、第３期中期計画

（案）等の説明を行った。また、業務方法書

の改正(平成24年４月)や第３期中期計画（案）

(平成 25 年２月)について、会議の開催に代え

て文書による協議を行った。 

さらに、大阪国際空港事業本部を廃止した

後の福岡単独組織の体制や事業の進め方、国

管理空港の運営の民間委託に係る法案の概

要、航空機騒音評価指標の変更に関する情報

提供及び共有を行っている。 

また、国、県、福岡市、機構、その他関係

機関で構成する福岡空港周辺の整備等に関す

る意見交換会に参加し、空港周辺のまちづく

りに関する意見交換を行うなど、着実な実施

状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報告書Ｐ１０】 

大阪国際空港事業本部

においても、平成 24 年 7

月の新関空会社への業務

承継等にあたって、連絡

協議会を構成する関係自

治体へ随時情報提供を行

い、円滑な業務承継に努

めた。 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

② 広報活動の充実 

イ ホームページ、パンフレット等の内容

について、自治体、地域住民はもとより、

一般企業向けにも発注情報等を含めコ

ンテンツを充実させることなどの方法

により積極的に情報を公開する。また、

ホームページのアクセス数年間３万件

以上を確保することに努め、ホームペー

ジに寄せられた質問々 意見を分析する等

により、地域住民のニーズを把握する。 

 

ロ 関係自治体と連携を図りパンフレッ

トの配布々 自治体広報誌への情報掲載等

の広報活動を行う。 

② 広報活動の充実 

イ ホームページについては、より国民

の理解が得られるよう分かりやすく、

また、一般企業向けにも発注情報等を

含めコンテンツやデータ等の各種情報

の充実を図り、積極的に情報を公表す

るなどして、アクセス数の確保に努め

るとともに、大阪国際空港事業本部廃

止に伴い全面的にリニューアルを図

る。 

 

ロ 環境対策における広報活動の充実を

図るため、空港等で行うイベントの機

会を利用したリーフレットの配布、周

辺自治体の協力のもと広報誌への情報

掲載等の広報活動を行う。 

 

Ａ 

 

 

平成24年７月の大阪国際空港事業本部の廃

止に伴い、ホームページを全面的にリニュー

アルし見やすくするとともに、民家防音事業

の申請書をホームページから入手出来るよう

にするなど、利用者の利便性を高めたことで、

年度計画の目標値（年間３万件以上）を上回

るアクセス数（30,071 件）を確保している。 

 

 

 

事業概要パンフレットについても全面的に

リニューアルし、周辺住民の方々にも分かり

やすい内容としている。 

さらに、関係周辺市町へパンフレットの掲

示及び配布について協力依頼するとともに、

民家防音工事助成等に係る情報を周辺自治体

の広報誌やＨＰに掲載依頼するなどの広報活

動を実施しており、着実な実施状況にある。 

 

 

 

【報告書Ｐ１１】 

 ホームページについて

は、国民目線で分かり易

くという観点からは改善

の余地があり、一層の工

夫に努められたい。 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

（２）内部統制及びガバナンス強化に向

けた取組の実施 

事務々事業の効率性の確保並びに事業

実施等に関する法規則等の遵守を促し、

また、適切な人事評価を行い、役職員の

資質の向上及び役職員の意識改革に努め

るとともに国民の理解が得られるよう分

かりやすく説明する意識を徹底すること

として、国等の取組の状況を参考としな

がら、以下の取組を行う。 

① 目標管理の導入等により適切な人事

評価を行うとともに、その業績及び勤

務成績等を給与々退職金等に一層反映

させることにより業務執行へのインセ

ンティブを向上させる。 

（２）内部統制及びガバナンス強化等に

向けた取組の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 役職員の人事評価 

役職員の人事評価については、国の取

組状況等を参考にしつつ、引き続き機構

に適応した人事評価のあり方を検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

職員については既に職員の勤務成績を給与

に反映させ業務執行のインセンティブの向上

が図られる制度となっている。また、役員に

ついては勤勉手当に業績評価を反映させてお

り、着実な実施状況にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【報告書Ｐ１２】 

② 民間企業における内部統制制度の導

入を踏まえ、役職員の職務執行の在り

方をはじめとする内部統制について、

会計監査人等の指導を得つつ、向上を

図るものとし、講じた措置について積

極的に公表する。 

② 内部統制の向上 

会計監査人等の指導を得つつ、リスク管

理能力を強化するなど、引き続き、組織の 

特性や規模に合った内部統制の向上を図

る。 

 

Ａ 

 

 

 

リスク管理表の検証々見直しを行うととも

に、見直し後のリスク管理表をイントラネッ

トへ掲載し全役職員で情報を共有している。   

また、会計監査人及び監事による指導を得

つつ、取り組みを行っている。 

福岡空港事業本部へ本社機能を移転した後

も、役員と管理職による業務調整会議を開催

するなど、引き続き理事長のマネジメントが

発揮できるよう取り組んでおり、着実な実施

状況にある。 

【報告書Ｐ１３】 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

③ 業務々 マネジメントに関し国民の意見

募集を行い、業務運営に適切に反映させ

る。 

③ 国民の意見募集 

当機構の担う事務々事業に関し、ホーム

ページにより住民等からの意見を募り、業 

務運営に適切に反映させる。 

 

Ｂ 

 

  

ホームページの「機構へのご意見々ご提案」

及び「お問合せ」窓口により意見等の募集を

行ったほか、パンフレットにも分かり易く表

示するなど、幅広く意見の募集に努めており、

概ね着実な実施状況にある。 

 

【報告書Ｐ１４々１５】 

 国民からの意見を積極

的に取り込むためには、

一層の工夫、努力が求め

られる。 

④ 地元自治体や住民からのニーズに的

確に対応するための資質々能力の養成、

業務に係る専門知識の向上及びガバナ

ンス強化に向けて外部講師等による職

員研修（年３回以上）を実施する。 

④ 職員の資質の向上 

地元自治体や住民からのニーズに的確

に対応するため、各課題に柔軟かつ適切に

対応する課題解決能力の育成、業務に係る

専門知識の向上等を目的とした外部講師

等による職員研修を年３回実施するとと

もに、研修効果の把握に努める。 

 

 

Ａ 

 

 

外部講師等による研修を計３回実施し、研

修効果の測定を実施するとともに、外部機関

が実施する研修（計 10回）にも積極的に職員

を派遣し、専門知識の向上を図っており、着

実な実施状況にある。 

【報告書Ｐ１６】 

⑤ 前年度の業務の評価を次年度の目標

設定々業務の実施に反映させるため、内

部評価委員会を開催する。 

⑤ 内部評価委員会の開催 

内部評価委員会を開催し、前年度の業務

実績評価結果を、以後の業務運営々次年度 

の目標設定に反映させる。 

 

Ａ 

 

  

 

内部評価委員会を計２回開催し、平成 23年

度事業実績及び平成24事業年度上半期事業実

績に関する内部評価を行うとともに、平成 24

年度事業下期及び平成 25年度計画への評価結

果の反映及び活用を図っている。また、平成

24 年度においては、第２期中期計画の最終年

度にあたるため、中期計画の達成見込み及び

課題を把握のうえ中期計画達成に向けて取り

組むとともに、次期中期計画に的確に反映さ

せるなど、着実な実施状況にある。 

【報告書Ｐ１７々１８】 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

⑥ 情報開示のあり方 

機構の業務運営に関する透明性の確保

及び業務等に関わる説明責任の観点か

ら、整理合理化計画に係る取組並びにそ

の実施状況や次の情報についてもホーム

ページ等により積極的に公開を行う。 

イ 年度業務実績評価、政策評価の機構

に関する部分、行政監察結果等につい

て、国民が利用しやすい形で、情報の

提供を行う。 

ロ 特定独立行政法人に準じ、職員の勤

務時間その他の勤務条件を公表する。 

 

⑥ 積極的な情報公開 

機構の業務運営に関する透明性の確保 

及び業務等に関わる説明責任の観点から、

年度業務実績評価等についてホームペー

ジにより積極的に情報公開を行う。 

 

Ａ 

 

 

  

  

平成23事業年度業務実績評価及び財務諸表

等を、ホームページで速やかに公表しており、

着実な実施状況にある。 

【報告書Ｐ１９】 

 もっと自らの分かりや

すい言葉で説明する等、 

工夫に努められたい。 

⑦ 管理会計の活用により、事務々 事業別、

部門別といった単位における費用を明

確にしつつ、費用対効果の分析を適切に

行うこと等により、経営の効率化を図

る。 

⑦ 管理会計の活用 

管理会計の活用により、事務々事業別、

部門別といった単位における費用を明確

にしつつ、費用対効果の分析を適切に行う

こと等により、経営の効率化を図る。 

 

Ａ 

 

事業毎の収支管理を適切に行うため、事業

毎に単価の精査や事務費の縮減に努めるとと

もに、工事発注等においては随意契約等見直

し計画などの取り組みを着実に実施してい

る。 

また、収益の発生する固有事業（再開発整

備事業）においては、貸付施設の維持経費や

減損の判断基準を勘案して採算性を検討し、

事業継続の可否や賃借料の改定等について判

断するなど、経営の効率化に向けて着実な実

施状況にある。 

 

【報告書Ｐ２０】 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

⑧ 業務内容等に応じた適切な区分に基

づくセグメント情報の開示を徹底する。 

⑧ セグメント情報の開示 

既に公表している内容を踏まえつつ、業

務内容等に応じた適切な区分に基づくセ

グメント情報の開示を徹底する。 

 

 

Ａ 

  

事業毎の収支管理の区分に応じて適切にセ

グメント情報の開示を行っており、着実な実

施状況にある。 

【報告書Ｐ２１】 

⑨ 評価委員会の評価結果を役職員の給

与々退職金等の水準、マネジメント体制

等に反映させる。 

⑨ 事後評価の在り方 

事後評価の在り方については、国等の動 

向を踏まえつつ、引き続き評価結果の適切 

な反映方法について検討する。 

 

 

Ａ 

  

平成24年３月に退職した役員の退職手当に

ついて、評価委員会において決定された業績

勘案率を反映しており、着実な実施状況にあ

る。 

【報告書Ｐ２２】 

（３）随意契約の見直し 

契約については、原則として一般競争入

札等によるものとし、以下の取組により、

随意契約の適正化を推進する。 

① 機構が策定した「随意契約見直し計

画」に基づく取組を着実に実施するとと

もに、その取組状況を公表する。 

 

 

② 一般競争入札等により契約を行う場

合であっても、特に企画競争や公募を行

う場合には、競争性、透明性が十分確保

される方法により実施する。 

また、監事及び会計監査人による監査

において、入札々契約の適正な実施につ

いて徹底的なチェックを受ける。 

（３）随意契約の見直し 

 

 

 

① 随意契約の見直しについては、引き続 

き平成２２年５月に策定した「随意契

約等見直し計画」に沿った取り組みを

実施するとともに、その取組状況を公

表する。 

②  一般競争入札等の競争性のある契約 

についても、競争性々透明性が十分確

保される方法により実施するととも

に、監事及び会計監査人による監査に

おいて、入札々契約の適正な実施につ

いて重点的にチェックを受ける。 

 

Ａ 

 

  

 

平成 22年５月に策定した「随意契約等見直

し計画」に沿った取り組みを引き続き実施し、

その取り組み状況について契約監視委員会に

報告のうえ、点検を受けるとともにその結果

を公表している。 

監事及び会計監査人による監査において

も、入札々契約の適正な実施についてチェッ

クを受け、特に指摘事項がない旨、理事長に

報告がなされている。 

見直し計画に沿った取組みを行った結果、

一般競争入札等における一者応札々一者応募

案件は 22年度以降０件であり、着実な実施状

況にある。 

【報告書Ｐ２３～２６】 

 平成 24年度における競

争性のない随意契約は、

真にやむを得ないもの４

件（①事務室借り上げに

係る空調料々光熱水料負

担金、②事務所共益費（水

道々ガス料金）、③事務所

電気代、④財務諸表の官

報公告）に限られている。 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

（４）大阪国際空港及び福岡空港の周辺整

備中期基本方針等の整備 

平成２０年度中に行われる空港周辺環

境対策の見直し及び大阪国際空港の騒音

対策区域の見直しにあわせて、国及び関係

地方公共団体と調整を図りつつ、両空港の

平成２２年度からの周辺整備中期基本方

針の策定に向けた取組を行う。 

 

  

 

 

   

（５）業務の確実な実施 

周辺整備基本方針及び周辺整備中期基

本方針の趣旨を踏まえ各事業を進める。 

① 再開発整備事業 

事業を推進するにあたっては、第２種区

域に限定することとし、第１種区域（第２

種区域を除く）での事業については、国の

国有地の処分計画を踏まえ、国、貸付先及

び関係機関等との協議を進め、平成２２年

度末までに廃止する。 

（４）業務の確実な実施 

 

 

① 再開発整備事業 

継続事業の着実な実施に努めるととも 

に、大阪国際空港事業本部で実施してい

る事業については、関西国際空港及び大

阪国際空港の経営統合を踏まえ、今後の

対応について国、貸付先等関係者と調整

を図る。 

 

 

 

 

Ａ 

 

  

 

 

 

 

大阪国際空港事業本部で実施している事業

については、国、貸付先等関係者と密に調整

を図り、第１種区域（第２種区域を除く）で

残っていた４件の物件を含め新会社へ承継し

た結果、機構が管理する第１種区域（第２種

区域を除く）での事業はなくなった。 

福岡空港事業本部において空き施設となっ

ていた２件の物件は、機構や不動産会社のホ

ームページを活用するなど、後継賃借人の募

集に努めた結果、１０月から空き施設を解消

している。また、暴力団排除に関する取り組

みも実施しており、着実な実施状況にある。 

 

 

 

 

【報告書Ｐ２７】 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

② 民家防音工事補助事業 

イ 事業費については、業務内容や積算基

準の見直しと併せて競争入札制度を導

入することで、事業費の縮減に努める。 

ロ 入札制度導入後においても、申請者に

対するサービスレベルが低下しないよ

う、工事積算方法の簡略化等による事務

の効率化に取組み、また、申請者のニー

ズに応えられるよう事業の実施方法の

工夫をする。 

ハ 平成２０年度中に行われる空港周辺

環境対策の見直し及び大阪国際空港の

騒音対策区域の見直し結果を踏まえて

事業の抜本的見直しを行う。 

 

② 民家防音工事補助事業 

空調機器更新工事等補助事業の一層の

事務の効率化に取り組む。 

また、大阪国際空港事業本部の新関西

国際空港会社への事業承継を円滑に行

う。 

 

Ａ 

 

 

 

 

 

福岡空港事業本部においては、関係自治体

と連携し、事業案内を市町の窓口や広報誌々

ホームページにて掲示するとともに、申請書

の受付状況を早期に把握することに努める

等、事業を着実に実施している。 

さらに、７月のホームページのリニューア

ルにより、ホームページから申請書を入手で

きるようにするなど、住民へのサービスレベ

ル向上に努めており、着実な実施状況にある。 

【報告書Ｐ２８々２９】 

大阪国際空港に係る事

業については７月から新

関空会社が実施すること

について、申請者に対す

る十分な事前周知を図る

ため、機構のホームペー

ジや関係市の窓口及び広

報誌での掲示などを実施

し、新関空会社への適正

かつ円滑な業務承継を図

った。 

 

③ 移転補償事業 

イ 事前の申請相談等にきめ細かく対応

するとともに、物件調査等を効率的に行

うことにより事務処理の迅速化を図る。 

ロ 平成２０年度中に行われる大阪国際

空港の騒音対策区域の見直しの中で事

業を縮減する方向で検討された結果を

踏まえて事業を実施する。 

 

③ 移転補償事業 

事前の申請相談等にきめ細かく対応す 

るとともに、物件調査等を効率的に行う

ことにより事務処理の迅速化を図りつ

つ、事業を確実に執行する。 

  

 

Ａ 

 

 

  

 

事務処理の迅速化を図りつつ、事業を確実

に執行しており、また、申請促進対策として

関係自治体の協力のもと、広報誌へ掲載する

など、着実な実施状況にある。 

 

【報告書Ｐ３０々３１】 

大阪国際空港に係る事

業については７月から新

関空会社が実施すること

について、国及び関係自

治体と調整を図りつつ、

申請者に対する事前周知

を十分に行うことによ

り、新関空会社への適正

かつ円滑な業務承継を図

った。 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

④ 大阪国際空港周辺における緑地帯の

整備については、周辺整備基本方針及

び周辺整備中期基本方針を踏まえて着

実に推進する。特に利用緑地及び緩衝

緑地第１期事業について、本中期目標

期間内の達成に向けて、国及び関係自

治体と調整を図りながら着実に実施す

る。 

  また、平成２０年度中に行われる大

阪国際空港の騒音対策区域の見直しの

中で、事業を縮小する方向で検討され

ていることから、この結果を踏まえて

当機構においても事業計画の変更々修

正等を行う。 

 

④ 大阪国際空港周辺の緑地整備 

今後の対応について、国及び関係自治

体と調整を図る。 

 

Ａ 

 

 

  

 

国、新関空会社と十分に調整を図り、適正

かつ円滑に業務を新関西国際空港(株)へ承継

しており、着実な実施状況にある。 

【報告書Ｐ３２々３３】 

都市計画緑地整備を積

極的に推進するために、

関係機関相互の連絡調整

の緊密化を図ることを目

的として設置されている

「大阪国際空港周辺緑地

整備推進協議会」の構成

員に、平成 24年７月から

新関空会社が加わり、引

き続き協議々検討してい

くこととなった。 

⑤ 福岡空港周辺における緑地整備に関

しては、周辺整備基本方針及び周辺整備

中期基本方針を踏まえて着実に推進す

る。 

⑤ 福岡空港周辺の緑地整備 

福岡空港周辺の緑地整備については、地

域の実情に配慮しつつ推進することとし、 

買収済みの土地約０〄３ｈａについて造

成々植栽を実施する。 

 

 

 

Ａ 

 

 

 

 

買収済みの土地約０〄３ｈａについて、年

度計画どおり造成々植栽を実施しており、着

実な実施状況にある。 

【報告書Ｐ３４】 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

（６）空港と周辺地域の共生 

空港と周辺地域の共生に資するため、地

元の要望も踏まえつつ、次の措置を講ず

る。 

 

イ ２〄（１）、①国及び地方公共団体並び

に周辺自治体で構成する「連絡協議会」

等の協力を得ること等により、積極的に

啓発活動を行う。 

ロ 環境関係の見学要望や環境学習の受

け入れには適切に対応し、空港周辺環境

対策の理解を深める。 

（５）空港と周辺地域の共生 

地域に密着した事業を通じて地元住民 

々自治体との意思疎通を図り、地元の要望

も踏まえつつ、空港と周辺地域の共生を図

っていく。 

イ 国及び地方公共団体並びに周辺自治

体で構成する「連絡協議会」等の協力を

得ることにより、環境学習の講演を行う

等の啓発活動を実施する。 

ロ 校外学習の受入促進について今後も

積極的な方策の検討を行うとともに、環

境関係の見学要望や校外学習の一環と

しての教育機関からの環境学習の受け

入れには適切に対応し、環境対策の理解

を深める。 

 

Ａ 

 

 

 

連絡協議会で、機構から地域への出前講座

も含めた校外学習受入の働きかけを行うとと

もに、福岡空港で開催された「空の日」のイ

ベントに参画し、小学生やその保護者等を対

象に、機構の取り組みについて理解を求める

啓発活動を行い、周辺地域の共生に取り組ん

でおり、着実な実施状況にある。 

【報告書Ｐ３５】 

 校外学習受入体制の充

実等、更なる工夫に努め

られたい。 

３〄予算、収支計画及び資金計画 

（１）予算   別紙のとおり 

（２）収支計画 別紙のとおり 

（３）資金計画 別紙のとおり 

欠損金については平成２１年度までに

確実に解消を図ることとする。 

３〄予算、収支計画及び資金計画に関する

年度計画 

（１）予算   別紙のとおり 

（２）収支計画 別紙のとおり 

（３）資金計画 別紙のとおり 

 

 

Ａ 

 

予算、収支計画及び資金計画について適正

な執行を図っており、着実な実施状況にある。 

なお、繰越欠損金については、計画より１

年早く平成２０年度決算において解消済みで

ある。 

【報告書Ｐ３６～３８】 

４〄短期借入金の限度額 

資金不足となる場合等における短期借

入金の限度額は、１,４００百万円とする。 

４〄短期借入金の限度額 

資金不足となる場合等における短期借

入金の限度額は、大阪国際空港事業本部で

１〃０００百万円、福岡空港事業本部で４

００百万円とする。 

 

－ 

 

短期借入の実績はなかったため評価は行わ

ない。 

【報告書Ｐ３９】 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

５〄重要な財産の処分等に関する計画 

該当なし 

５〄重要な財産の処分等に関する計画 

新関西国際空港株式会社へ承継するも

のを除き、該当なし 

 

 

－ 

 

該当なし 

【報告書Ｐ４０～４２】 

６〄剰余金の使途 

固有事業に充てる。 

６〄剰余金の使途 

固有事業の業務運営に必要な経費に充

てる。 

 

－ 

  

利益剰余金については、独立行政法人通則

法第44条第１項に基づく積立金として整理す

ることとしている。 

 なお、航空機騒音防止法第２９条の規定に

基づく、次の中期目標の期間における業務の

財源に充てることとして国土交通大臣の承認

を受けた金額は、857,382,982 円である。 

 

 

【報告書Ｐ４３】 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

７〄その他主務省令で定める業務運営に関

する重要事項 

（１）人事に関する計画 

① 当機構の給与水準については、対国家

公務員指数が国家公務員の水準を上回

っていることから、機構の見直しにおい

て行うこととされている、職員の在職地

域や学歴構成等の要因及び高率の異動

保障を受けている職員の比率が国家公

務員に比して高い要因等についての検

証を平成２０年度中に行い、これを維持

する合理的な理由がない場合には、是正

のために必要な措置を出来る限り速や

かに講じる。 

さらに、検証結果及び取組状況につい

ては、ホームページ等により公表する。 

７〄その他業務運営に関する重要事項 

 

（１）人事に関する計画 

① 給与水準 

給与水準については、「独立行政法人の

事務々事業の見直しの基本方針」（平成２

２年１２月７日閣議決定）を踏まえ、国家

公務員に比して適正な水準となるよう必

要な措置を講ずることとし、「国家公務員

の給与減額支給措置について」（平成２３

年６月３日閣議決定）及び「公務員の給与

改定に関する取扱いについて」（平成２３

年１０月２８日閣議決定）を踏まえ、必要

な措置を講ずることとした。 

また、その取組状況については、ホーム

ページ等で公表する。 

 

 

 

Ａ 

  

 

 

 

機構の給与水準は、平成 24年度対国家公務

員指数の実績が 113.8 と高くなっている。 

 指数が高くなった理由は、本省（東京都特

別区）からの出向者が多いことから地域手当

の異動保障を受けている者が多かったこと、

２４年度調査対象者に占める管理職の割合が

大きかったこと等が主な要因であり、要因の

一つである管理職を除く職員の指数は 107.4

となっている。 

以上のとおり、今年度は特殊要因により指

数が高くなり国の水準を上回ったが、平成 25

年３月には国と同一の俸給表を適用するため

の給与規程の改正を行うなど、国家公務員に

準じた適正な給与水準となるよう取り組んで

おり、着実な実施状況にある。 

 

 

【報告書Ｐ４４～４６】  

役職員の給与の適正化

については、「国家公務員

の給与の改定及び臨時特

例に関する法律（平成 24

年法律第２号）」に準じ

て、役職員給与について

国と同様の引き下げを平

成 24年４月から実施して

いる。 

 また、平成 25 年３月に

は、機構独自であった俸

給表を国家公務員行政職

俸給表（一）と同一の俸

給表にするための給与規

程の改正を行っている。 

 

 

 

 

② 定年退職者の補充については、事業量

の推移を見極めつつ、原則として補充を

行わない。 

② 定年退職者の補充 

定年退職者については、事業量の推移を

見極めつつ、原則として補充を行わない 

。 

 

－ 

 

 

平成２４年度の定年退職者はいなかったた

め、評価は行わない。 

【報告書Ｐ４７】 
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項目 
評定結果 評定理由 評定に係る特記事項 

中期計画 平成２４年度計画 

（３） 「関西国際空港及び大阪国際空港

の一体的かつ効率的な設置及び管理に

関する法律」（平成２３年法律第５４号）

において、大阪国際空港に係る機構が行 

っている業務並びに機構の権利及び義

務を、平成２４年７月１日をもって新

関西国際空港株式会社に承継すること

とされたところであり、その適正かつ

円滑な承継を図るため、機構は必要な

措置を講ずる。 

 

（注〆平成 24年度計画については、中期

計画と同様な取組を行うこととし、特に記

載していない。） 

 

Ｓ 

 

新関空会社への業務等の承継については、

平成 22 年 11 月に機構内ワーキンググループ

を立ち上げ、課題や問題点の抽出々整理を行

い、その解決に向けた様々な取組を組織一丸

となって取り組んだ結果、平成 24年７月１日

をもって円滑に、問題なく承継を実現した。 

その間、組織々人員の縮減を行いながらも、

通常業務の更なる合理化々簡素化などの努力

を行うことにより、通常の周辺環境対策業務

を着実に実施しつつ、適正かつ円滑な承継及

び大阪国際空港事業本部から福岡空港事業本

部への本社機能移転並びに大阪国際空港事業

本部の廃止を短期間で実現しており、優れた

実施状況にあると認められる。 

 

 

 

 

【報告書Ｐ４８～５２】 

承継に係る課題 39件に

対処するため、機構内部

会議（7 種類々42 回）、関

係自治体、経済界及び地

元関係者との意見交換等

の会議（3 種類々14 回）

を行うとともに、周辺住

民等に対する周知及び再

開発整備事業施設（24件）

の賃借人への個別説明等

を行った。 

また、財産の承継に係

る会計手続き、新会社で

の民家防音工事補助事業

のスキーム検討及び補助

金交付要綱の作成、業務

方法書や規程類の改正な

ど、多種多様で未経験の

業務を確実に行い、円滑

な承継を実現した。 

＜記入要領＞々項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 

ＳＳ〆中期目標の達成に向けて特筆すべき優れた実施状況にあると認められる。 

Ｓ〆中期目標の達成に向けて優れた実施状況にあると認められる。 

Ａ〆中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 

Ｂ〆中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。 

Ｃ〆中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められない。 

々ＳＳをつけた項目には、特筆すべきと判断した理由として、他の項目における実績との違いを「評定理由」欄に明確に記述するものとする。 

々必要な場合には、右欄に意見を記入する。 
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総合的な評定 

 
 
 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 

 

評点の分布状況（項目数合計〆２５項目）            （２５項目） 

ＳＳ 項目  

Ｓ ２項目  

Ａ ２２項目  

Ｂ １項目  

Ｃ 項目  

 

総 合 評 価 

 

（法人の業務の実績） 
々 ２５項目中２４項目が「Ａ」評価以上である。 
々 特に「組織運営の効率化」及び「新関空会社への業務等の承継」については、組織々人員の

縮減、新関空会社への業務等の承継及び大阪国際空港事業本部の廃止並びに本社機能の移転に
係る取り組み等、大きな改革を行いながらも、通常業務の更なる合理化々簡素化々効率化など
にも取組み、それぞれを円滑かつ適正に実現できたことは、優れた実施状況にあると評価でき
る。  

 

（課題々改善点、業務運営に対する意見等） 
 々 ホームページによる広報の内容や構成、国民からの意見を積極的に取り込む方法等について、
一層の工夫、努力が求められる。 

々 評価基準については、努力が評価できる Input 指標による評価が多い。本来的には成果が評
価できる Outcome 指標とするべきで、また、事業報告書の記載内容に具体的な成功例を記載す
る等、平成２５年度からの新たな評価方法に向けて検討すべき。 

 

（その他） 
 々 平成２４年度において、平成２３年度の評価結果の反映及び活用はなされていると評価でき
る。 

 

総合評定 
（ＳＳ、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃの５段階） 
 

Ａ 
 

（評定理由） 
 
 ２５項目中２４項目が「Ａ」評価以上であり、中期目標
の達成に向けて着実な実施状況にある。 
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政独委「独立行政法人の業務の実績に関する評価の視点」及び「平成２３年度業務実績評価の具体的取組について」への対応について 

項目 細目 実績 評価 特記事項 

１ 政府方針

等 

○ 「平成 23 年度末に中期目標期間が終了す

る独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃

に関する勧告の方向性について」（平成 23 年

12 月９日政委第 27 号政策評価々 独立行政法人

評価委員会通知）における指摘事項を踏まえた

評価。 

該当なし。 

 

 

 

 

 

 － 

 

 

 

 

 

 

○ 「平成 23 年度における独立行政法人等の

業務の実績に関する評価の結果等についての

意見」（平成 25 年１月 21 日政委第７号政策評

価々独立行政法人評価委員会通知）における指

摘事項を踏まえた評価。 

【空港周辺整備機構】 

人材の活用については、貴委員会の評価結果

をみると、「年齢バランスの改善に努めた結果、

前年度比では若干の改善となったものの、平成

19 年度と比較すると改善することができなか

った。」として、年度計画の指標との比較及び

中期計画の指標との比較を並列して記載して

いることから、どちらの指標をもって「Ａ」評

定（着実な実施状況にあると認められる）とし

ているのかが分かりにくくなっている。 

今後の評価に当たっては、国民に対して分か

りやすい評価を行う観点から、評定の理由等を

明らかにした上で評価を行うべきである。 

 

 

 

 

 

 

 「年齢バランスの改善」の評価基準につ

いては、前年度との比較を以て評価の指標

としているが、中期計画の趣旨にも沿う必

要があると考え、中期計画の指標との比較

を並記した。 

 今後は、国民に対して分かりやすいよう、

評定の理由を年度計画の指標との比較を記

載することとした。 

 

 

 

 

 

 

 平成２４事業年度評価においては、前年度と

の比較を以て評価の指標とされている。また、

明確で分かりやすい評定となっており、国民に

対し明確な説明を行っていることから、機構の

取組は適切と認められる。 
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項目 細目 実績 評価 特記事項 

○ 政独委の累次の指摘や政府方針、会計検査

院等において取り組むべきとされた事項につ

いて、その進捗状況を明らかにした上での評

価。 

 該当なし。  －  

２ 保有資産

の管理々 運用等 

○ 「独立行政法人の職員宿舎の見直し計画」

（平成 24 年４月３日行政改革実行本部決定）

及び「独立行政法人の職員宿舎の見直しに関す

る実施計画」（平成 24 年 12 月 14 日行政改革

担当大臣決定。以下「見直し実施計画」という。）

を踏まえた見直しの実施状況を明らかにした

上での評価。 

 該当なし。  －  

○ 見直し実施計画で廃止等の方針が明らか

にされている宿舎以外の宿舎及び職員の福利

厚生を目的とした施設について、法人の自主的

な保有の見直し及び有効活用の取組状況を明

らかにした上での評価。 

 該当なし。  －  

３ 内部統制 ○ 法人のミッション達成を阻害する課題（リ

スク）のうち、法人にとって優先的に対応すべ

き重要な課題が何であるかを明らかにした上

で、それへの対応状況の評価。 

 

 評価調書に記載   

 

 


